
生 徒 心 得

生徒は、本校教職員とともに積極的によりよい校風をつくるために、礼儀を重んじ、常

識ある行動をし、規律を守り、豊かな人間性の向上を図るように努力すること。また、生

徒同士や教師との信頼関係を深め、本校の発展に寄与するよう努力すること。

服装規定

１．ブレザー・スカート・スラックス・ネクタイ・ベスト・ワイシャツ・ブラウスは

本校指定のものとする。

２．ブレザーは左襟に入学年度章をつける。

３．ベストは本校指定のものとする。

４．校内での履き物は、入学年度指定のものとする。

頭髪・その他

１．ルーズソックス、華美な靴下は禁止とし、靴下の色は紺または黒とする。

２．指定外のベスト・カーディガンおよびセーターなどの着用は認めない。

３．頭髪は、パーマ・脱色・染色などの加工は禁止する。なお、ドライヤーのかけすぎ

による脱色に注意する。

４．指輪・ピアス・ネックレスなどの装身具、化粧・マニキュアなどは一切禁止する。

自動車・バイク・原付に関して

１．自動車運転免許については、免許取得規定による手続きにより取得可能とする。

２．バイク・原付の免許取得は認めない。


